
議
第
百
三
十
八
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
一
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
第
一
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
人

違
い
で
な
い
」
を
「
本
人
で
あ
る
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第

七
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
第
八

条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
前
段
」
に
、
「
す
る
」
を
「
し
、
及
び
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
現
有
旅
券

の
返
納
を
受
け
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
、
法
第
十
条
第
四
項
及
び
法
第

十
二
条
第
三
項
」
を
「
及
び
法
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
お
い
て
」
の
下
に
「
読
み
替
え
て
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
現
有
旅
券
を
確
認
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
第
九
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中

「
人
違
い
で
な
い
」
を
「
本
人
で
あ
る
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
規
定

に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

－1－



－2－

二
、
〇
〇
〇

だ
し
、
法
第

第
二
項
の
規

「

用
を
受
け
る

別
表
第
一
四
の
表
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
の
規
定
中

二
、
〇
〇
〇

を

あ
っ
て
は
、

」

〇
〇
円

円
。
た

二
十
条

定
の
適

に
改
め
、
同
表
五
の
項
を
削
る
。

場
合
に

四
、
〇

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

旅
券
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
一
般
旅
券

の
査
証
欄
の
増
補
の
申
請
に
係
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務

処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

施
行
日
前
に
さ
れ
た
一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
別
表
第
一
四
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

提

案

説

明

旅
券
法
に
基
づ
く
事
務
処
理
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す

る
。


